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会津若松出張所
　会津若松市追手町 2-41
　☎ 0120-26-3844（フリーダイヤル）
いわき出張所
　いわき市好間工業団地 1-43
　☎ 0120-26-5671（フリーダイヤル）
中通り連絡事務所
　郡山市希望ケ丘 11-10
　☎ 0120-24-1013（フリーダイヤル）
大川原連絡事務所
　大熊町大川原字南平 1138-2
　☎ 0120-23-1095（フリーダイヤル）
現地連絡事務所
　大熊町大川原字手の倉 125
　☎ 0240-32-2318

大
熊
町
役
場
お
問
い
合
わ
せ
先
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おお
 くま

　
大
野
１
区
、
大
野
２
区
ゴ
ル
フ

交
流
会
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
芝
生
の
上
で
楽
し
い
一
日
を

過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
た
く
さ
ん
の

方
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
お
互
い
に
声
を
掛
け
合
い
ま

し
ょ
う
。
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

時
５
月
12
日
（
土
）

　

午
前
８
時
30
分
集
合
、

　

午
前
９
時
28
分
ス
タ
ー
ト

場
塩
屋
崎
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

　
（
い
わ
き
市
平
沼
ノ
内
字
町
田

　
２
７
９
の
１
）

期
４
月
30
日
（
月
）
ま
で

※
詳
細
は
申
し
込
み
時
に
お
伝
え

　
し
ま
す

問
中
里
忠
良

☎
０
９
０
（
９
５
３
５
）
８
４
０
４

　

小
椋
吉
雄

☎
０
９
０
（
２
６
０
５
）
１
９
３
７

　

高
崎
信
市

☎
０
９
０
（
１
９
３
７
）
６
９
５
５

　
創
立
総
会
を
開
き
ま
す
。
中
通

り
の
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
随

時
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
発
起
人

　
片
倉
荘
次
、
齋
藤
重
征
、
長
谷

川
三
重
子
、
半
澤
佐
田
幸
、
吉
田

一
二
（
五
十
音
順
）

■
年
会
費

　
無
料
（
イ
ベ
ン
ト
内
容
に
応
じ

て
、
参
加
費
の
一
部
負
担
あ
り
）

■
申
込
方
法

　
電
話
ま
た
は
郵
送
。
総
会
時
の

申
し
込
み
も
可
。

内
総
会
、
昼
食
交
流
会
（
う
ど
ん

　

な
ど
）

時
４
月
20
日
（
金
）
午
前
10
時
～

　
（
調
理
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る

　
方
は
９
時
集
合
）

場
大
熊
町
役
場
中
通
り
連
絡
事
務
所

　
（
郡
山
市
希
望
ヶ
丘
11
の
10
）

対
大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

費
無
料

申
不
要

問
大
熊
町
復
興
支
援
員

　
（
大
熊
町
役
場
い
わ
き
出
張
所

　
２
階
）

☎
０
７
０
（
５
５
８
１
）
５
９
３
９

※
担
当
佐
藤
。
平
日
午
前
10
時
～

　
午
後
４
時
ま
で

内
ハ
ー
プ
コ
ン
サ
ー
ト
＆
食
事
会

時
５
月
28
日
（
月
）

　

午
前
９
時
20
分
～

場
ワ
ン
ダ
ー
フ
ァ
ー
ム
森
の
キ
ッ

　

チ
ン
（
い
わ
き
市
四
倉
町
）

費
３
０
０
円

対
大
熊
町
民
の
皆
さ
ん

申
必
要
、
電
話
で

期
５
月
20
日
（
日
）
ま
で

※
マ
ル
ト
Ｓ
Ｃ
草
野
店
か
ら
午
前

　
９
時
出
発
の
送
迎
バ
ス
あ
り

問
石
橋
英
雄

☎
０
９
０
（
２
２
７
０
）
８
１
３
８

　

愛
場
誠

☎
０
９
０
（
９
５
３
１
）
４
５
９
１

　

冨
田
睦
子

☎
０
９
０
（
３
５
３
１
）
９
７
７
６

内
房
総
・
海
鮮
浜
焼
き
と
海
ほ
た

　

る
日
帰
り
バ
ス
旅
行

時
６
月
３
日
（
日
）

　

午
前
７
時
45
分

　

武
蔵
野
線
北
朝
霞
駅
南
口
集
合

費
中
学
生
以
上
６
０
０
０
円

　

小
学
生
５
０
０
０
円

　

４
歳
以
上
４
０
０
０
円

※
４
歳
未
満
は
無
料

定　
35
人

期
４
月
20
日
（
金
）
ま
で

問
倉
嶋
要
三

☎
０
９
０
（
７
９
３
４
）
８
５
０
８

埼
玉
・
お
お
く
ま
友
の
会

ふ
る
さ
と
お
お
く
ま
会

お
お
く
ま
中
通
り
会

大
野
１
区
大
野
２
区

ゴ
ル
フ
交
流
会
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郡
山
簡
易
裁
判
所
で
は
富
岡
町

内
で
手
続
案
内
、
受
付
事
務
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
受
付
後
の
事
件
処
理
は

郡
山
簡
易
裁
判
所
で
行
い
ま
す
。

■
内
容

・
手
続
案
内
、
受
付
事
務
、
建
物

　
の
明
け
渡
し
、
お
金
の
貸
し
借

　
り
や
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
な

　
ど
簡
易
裁
判
所
で
扱
う
こ
と
の

　
で
き
る
民
事
事
件
手
続
の
概
要

　
や
申
立
方
法
の
案
内

・
訴
状
、
調
停
申
立
書
、
支
払
督

　
促
申
立
書
な
ど
福
島
富
岡
簡
易

　
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
民
事

　
事
件
の
受
付

時
毎
月
第
１
、
第
３
木
曜
日

　

午
前
10
時
30
分
か
ら
午
後
３
時

　

ま
で

場
富
岡
町
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

　
「
学
び
の
森
」　

問
郡
山
簡
易
裁
判
所

☎
０
２
４
（
９
３
２
）
５
６
９
７

　
県
で
は
、
県
政
に
関
す
る
相
談

や
要
望
、
ま
た
は
県
民
生
活
に
関

す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

時
月
～
金
曜
午
前
９
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
４
時
（
祝
祭
日
、

　

年
末
年
始
は
休
み
）

場
県
庁
県
政
相
談
コ
ー
ナ
ー
お
よ

　

び
県
の
各
合
同
庁
舎
内
県
政
相

　

談
コ
ー
ナ
ー

※
南
会
津
合
同
庁
舎
で
の
相
談
は

　
毎
週
水
曜
日
に
予
約
制
で
行
い

　
ま
す

申
会
津
地
方
振
興
局

　
県
政
相
談
コ
ー
ナ
ー

☎
０
１
２
０
（
８
９
９
）
７
２
４

■
県
政
相
談
専
用
電
話
等

〇
県
庁
県
政
相
談
コ
ー
ナ
ー

☎
０
１
２
０
（
８
９
９
）
７
２
１

　
ま
た
は

　
０
２
４
（
５
２
１
）
７
０
１
７

〇
県
合
同
庁
舎
内
県
政
相
談
コ
ー

　
ナ
ー

☎
０
１
２
０
（
８
９
９
）
７
２
２

　
（
郡
山
）

☎
０
１
２
０
（
８
９
９
）
７
２
３

　
（
白
河
）

☎
０
１
２
０
（
８
９
９
）
７
２
４

　
（
会
津
）

☎
０
１
２
０
（
８
９
９
）
７
２
６

　
（
南
相
馬
）

☎
０
１
２
０
（
８
９
９
）
７
２
７

　
（
い
わ
き
）

問
県
庁
県
民
広
聴
室

☎
０
２
４
（
５
２
１
）
７
０
１
３

■
職
場
体
験
実
習

　
大
人
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

　
県
内
約
４
０
０
の
登
録
事
業
所

の
中
か
ら
興
味
の
あ
る
お
仕
事
を

体
験
で
き
ま
す
。
求
人
票
だ
け
で

は
わ
か
ら
な
い
職
場
を
自
分
で
見

て
、
聞
い
て
、
や
っ
て
み
る
体
験

型
の
就
職
活
動
で
す
。
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
実
習
期
間

　
１
～
３
日

　
（
見
学
だ
け
で
も
Ｏ
Ｋ
）

●
実
習
時
間

　
実
習
先
の
所
定
労
働
時
間
内

　
（
８
時
間
以
内
）

●
実
習
内
容

　
実
習
先
の
事
業
所
が
営
む
業
務

　
の
体
験

●
実
習
先

　
職
場
体
験
実
習
登
録
事
業
所

■
福
島
県
内
へ
の
就
職
相
談

　
就
職
活
動
に
つ
い
て
の
悩
み
や

不
安
を
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　
電
話
、
メ
ー
ル
、
窓
口
で
相
談

員
が
対
応
し
ま
す
。

●
電
話

　
０
１
２
０
（
８
１
０
）
６
５
０

　
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
、
平
日
午

前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時
30
分
受
付
）

●
メ
ー
ル

　
専
用
フ
ォ
ー
ム
で
24
時
間
受
付

　
（ http://fkkoyou.net/ 

）

●
窓
口

　
予
約
制
。
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議

　
会
福
島
統
括
窓
口
（
み
ん
ゆ
う

　

ビ
ル
２
０
２
号
）

☎
０
２
４
（
５
２
４
）
２
１
２
１

福
島
広
域
雇
用
促
進

支
援
協
議
会
か
ら

富
岡
町
内
で
簡
易
裁

判
所
の
手
続
案
内
を

行
っ
て
い
ま
す

お引っ越し
される方へ

環境省関連業務
連休中は
休止します

問大熊町役場
　 会津若松出張所
　住民課避難者名簿係

▶仮設、借上げ住宅を
　　　退去する方は…
問大熊町役場会津若松
　出張所　生活支援課
　　または
　 大熊町役場いわき出
　張所　 生活支援係

役場にも

教えてね！

県
政
相
談
の
ご
案
内

　環境省が大熊町内で
実 施 し て い る 除 染 工
事、廃棄物処理、中間
貯蔵施設への輸送等は
大 型 連 休 中 の 次 の 期
間、休止します。

■休止期間
　４月28日（土）
　　　～５月６日（日）

※ 中 間 貯 蔵 施 設 保 管
場、仮置場等の施設内
作業、パトロールは実
施する予定です
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　町では中間貯蔵施設の建設に
伴い町民の皆さまが抱える不安
や諸問題に対応するため、弁護
士による相談会を開きます。権
利関係等の疑問について、無料
で相談できます。

【郡山市】
時５月９日（水）
　 午後２時～５時
場大熊町役場中通り連絡事務所
【会津若松市】
時５月14 日（月）
　 午後２時～５時
場大熊町役場会津若松出張所
【いわき市】
時５月16 日（水）
　 午後２時～５時
場大熊町役場いわき出張所

■相談できること
　中間貯蔵施設建設に伴う契
約、地上権、相続等について
※法律相談であり、補償価格に
　関する相談はできません
■対象
　大熊町内の中間貯蔵施設建設
予定地内に不動産 ( 土地、建物 )
を所有されている方
■相談料
　無料
■相談時間
　１回につき 50 分以内（各会
場３組までの事前予約制）
■申し込み方法
　事前予約の先着順ですので、
ご連絡をお願いします
■申し込み期限
　開催日の１週間前まで
問大熊町役場会津若松出張所
　 企画調整課

中間貯蔵施設に係る
弁護士無料相談会

　
県
教
育
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら

せ
で
す
。
未
登
録
の
銃
砲
刀
剣
類

を
発
見
さ
れ
た
方
や
登
録
刀
剣
類

の
所
有
者
が
代
わ
っ
た
場
合
、
登

録
証
を
紛
失
し
た
場
合
、
銃
砲
刀

剣
類
を
貸
付
ま
た
は
保
管
を
委
託

す
る
場
合
は
、
速
や
か
に
次
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
登
録
、
所
有
者
変
更
、
再
交
付

申
請
等
の
手
続
き
を
怠
る
と
、
不

法
所
持
に
な
り
罰
則
を
受
け
る
こ　

と
が
あ
り
ま
す
。

■
未
登
録
の
銃
砲
刀
剣
類
を
発
見

　
し
た
場
合

➊
ま
ず
最
寄
り
の
警
察
署
に
発
見

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

➋
県
教
育
委
員
会
（
県
教
育
庁
文

化
財
課
）
か
ら
発
見
届
出
者
に
登

録
審
査
会
の
案
内
が
あ
り
ま
す
。

➌
速
や
か
に
登
録
審
査
会
で
審
査

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
登

録
審
査
会
に
は
次
の
も
の
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

・
発
見
届
を
し
た
銃
砲
刀
剣
類

・銃
砲
刀
剣
類
発
見
届
出
済
証（
警

　
察
署
か
ら
交
付
さ
れ
た
も
の
）

・
登
録
申
請
書
（
県
教
育
委
員
会

　
か
ら
送
付
さ
れ
た
も
の
）

・
印
鑑

・
登
録
審
査
手
数
料
（
福
島
県
収

　
入
証
紙
で
納
入
）

※
１
件
（
銃
砲
刀
剣
類
１
振
ま
た

　
は
１
丁
）
に
つ
き
６
３
０
０
円

　
分
の
福
島
県
収
入
証
紙

・
委
任
状
（
代
理
人
に
依
頼
す
る

　
場
合
）

■
登
録
刀
剣
類
の
所
有
者
が
代

　
わ
っ
た
場
合

　
新
し
い
所
有
者
が
、
登
録
証
を

発
行
し
た
都
道
府
県
教
育
委
員
会

に
、
20
日
以
内
に
所
有
者
変
更
届

出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
登
録
証
を
紛
失
し
た
場
合

　
遺
失
物
届
を
所
轄
の
警
察
署
に

提
出
し
て
か
ら
、
登
録
証
再
交
付

申
請
書
を
、
登
録
証
を
発
行
し
た

都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
登
録
審
査
会
の
案

内
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
速
や
か
に

登
録
審
査
会
で
審
査
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、紛
失
し
た
状
況
に
よ
り
、

警
察
署
は
遺
失
物
届
の
提
出
を
求

め
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

（
福
島
県
以
外
で
登
録
し
た
銃
砲

刀
剣
類
で
も
審
査
は
県
内
で
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
）

※
再
交
付
手
数
料
（
登
録
証
を
発

　
行
し
た
都
道
府
県
の
収
入
証
紙

　
で
納
入
）
は
福
島
県
の
場
合
、

　
１
件
（
銃
砲
刀
剣
類
１
振
ま
た

　
は
１
丁
）
に
つ
き
３
５
０
０
円

　
分
の
福
島
県
収
入
証
紙

■
貸
付
ま
た
は
保
管
を
委
託
す
る

　
場
合

    

貸
付
ま
た
は
保
管
委
託
届
出
書

を
20
日
以
内
に
、
登
録
証
を
発
行

し
た
都
道
府
県
委
員
会
に
提
出
し
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登録審査会日程
（時間は午前 10 時～午後３時。正午から午後１時まで

  休憩）

審査日 審査
対象 会　場

第1回 5月17日
（木）

刀剣類
のみ

いわき合同庁舎
（いわき市平字梅本 15）

第2回 7月10日
（火）

銃砲類
刀剣類

郡山市労働福祉会館
（郡山市虎丸町 7-7）

第3回 9月7日
（金）

刀剣類
のみ

会津若松合同庁舎
（会津若松市追手町 7-5）

第4回 11月16日
（金）

刀剣類
のみ

あづま荘
（福島市飯坂町字中ノ内 1-1）

第5回
平成31年 
2月6日
（水）

銃砲類
刀剣類

 郡山市労働福祉会館
（郡山市虎丸町 7-7）

※郡山市労働福祉会館、あづま荘では収入印紙を販売し
ていませんので、最寄りの合同庁舎の売店等で購入して
ください
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■個人住民税（町県民税）
　平成 29 年中の合計所得金額に応じて、次のと
おり減免されます。

合計所得金額 減免割合
300 万円以下 10 分の 10
300 万円超～ 400 万円以下 10 分の９
400 万円超～ 500 万円以下 10 分の 7.5
500 万円超～ 750 万円以下 10 分の 5
750 万円超～ 1,000 万円以下 10 分の 2.5
1,000 万円超 10 分の 1
※繰越損失の申告をしている場合は、損失
　額を差し引く前の所得で判定します。ま
　た、譲渡所得の特別控除の申告をしてい
　る場合は、特別控除を差し引く前の所得
　で適用減免割合の判定をします

　今年度の納期は次のとおりです。
　平成 28 年以前分を申告した方については、過
年度分として税額が発生する場合、納付書を７月
から８月にかけて送付します（一括で納付してい
ただきます）。
・会社にお勤めの方で、給与から天引きとなる特
　別徴収の方は６月から平成 31 年５月までの年
　12 回です
・個人で納める普通徴収の方は６月、８月、10 月、
　12 月の年４回です
　
■法人町民税 
　昨年度と同様に、震災以降、町に休業届を提出
し休業状態にある（東京電力ホールディングスよ
り営業補償を受領し、法人税（国税）の申告が必
要な場合等を除く）、もしくは避難先（移転営業先）
の市町村に対して法人住民税を申告・納付されて
いる場合、大熊町の法人町民税均等割について減
免となります。
　なお、減免の適用を受ける際は、確定申告書と
併せて「減免申請書」の提出が必要となります。

■固定資産税
　昨年度と同様に、土地および家屋に係る固定資
産税は課税免除となります。ただし、北原21～
25までの地番内の土地および家屋と、法人また
は個人事業主が本来の用途に使用している償却資
産については課税されます。

■軽自動車税
　昨年度と同様に、４月１日現在旧警戒区域内に
放置したまま使用していない車両については、申
請により減免となります。
　納税通知は５月初めに送付します（納付期限は
５月末となります）。

■国民健康保険税
　昨年度と同様に全額減免となります。
　納税通知と一緒に減免通知書を、７月に送付し
ます。

　平成30年度町税についてお知らせします。
不明な点などは、大熊町役場いわき出張所税務
課へお問い合わせください。

問大熊町役場いわき出張所税務課

～所得申告がお済みでない方へ～

　申告をされていませんと、所得証明書
などの公的証明書が発行できませんので
ご注意ください。
　なお、収入が給与のみで年末調整が済
んでいる方、収入が年金のみで 400 万
円以下の方は申告不要です。
※東京電力から給与・事業・不動産・農
　業所得などの減収分の補填を受けた方
　は、収入として申告が必要となります
※平成 30 年度所得証明書等は、特別徴収
　の方は５月中旬、普通徴収の方は６月
　中旬に発行可能となる予定です

平成30年度
町税について


